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官 僚 制組 織 と リー ダー シ ップ

伊藤 森右衛門

(1)欄 題 いわゆる 「伝統的」組織論 と

官僚制組織

ジ ェ イ ム ス ・G・ マ ー チ お よ び ハ ー バ ー ト・A・ サ イ モ ソ(JamesG.March

・andHerbertA,Simon)の 『組 織 論 』 で は ,い わ ゆ る 「古 典 的 組 織 論 」 と

し て は,フ レ デ リ ッ ク ・W・ テ イ ラ ー(FrederickW.Taylor)と そ の 継 承

者 た ち か ら な る 一 派 と,L.H.ガ ー リ ッ ク お よ びL.ア ー ウ ィ ッ ク(L.H.

くめ

GulickandL.Urwick)な ど の 一 派 と,2つ の 派 を 挙 げ て い る。 彼 らは,

マ ッ ク ス ・ウェ バ ー(MaxWeber)の 官 僚 制 組 織 に つ い て,単 な る 「人 間

行 動 の"機 械"モ デ ル 」("machine"modelQfhumanbehavior)で は

な く,そ れ 以 上 の 展 開 を して い る と 評 価 し な が ら も,多 くの 点 に お い て ガ ー

リ ヅ ク お よび ア ー ウ ィ ッ ク と共 通 し て い る か ら 「古 典 的 組 織 論 」 の ひ とつ と

くの

み て よい とす るので あ る。 ・

ウエ バ ーの 「官僚 制」を 「古 典 的組 織 論 」のひ とつ とす る理 由に つ い ては,

彼 ら(マ ー チお よび サ イモ ン)は 専 門 的技 能 を活 用 す る 「装置 」 と して の組

織 構 造 を考 え て い る点 と組 織 の構 成 員 で あ る人 間 の特 性 に つ い て格 別 の関 心

を払 ってい な い とい う点を 指 摘 して い る。 他 方,彼 らが ウエ バ ーの 「官 僚

制 」 を 単 な る 「人 間行 動 の"機 械"モ デ ル」 以上 と評 価 す る のは,ウ エバ ー

が 「官 吏 と職 務 」 の 関係 に つ い て詳 細 に論 じて い る点 を 重 視す るの で あ る。

しか し,彼 らが ウエ バ ーの 「官 僚 制 」 を いわ ゆ る 「古典 的組 織 論 」 に含 め,

と くに ガ ー リックお よび ア ー ウ ィック と共 通 す る と して い る点 につ い ては 大
瓦

いに議論 の余地 があ る し,ま た 「官吏 と職務」 の関係を詳細に論 じてい ると

(1)JamesG.MarchalldHerbertsimon,"organization"1958chapter2

pp.12～33.

(2)Ibid.pp.36～37.



2 商 学 討 究 第26巻 第2号

して も,組 織 の なか の人 間 的要 因に 直 接 に ア プ ローチ した もので な く,寧 ろ

「非 人 格 化 」("dehumanized")さ れ た 要 因 と して の 説 明で あ るのか ら,そ

れ が ど う して 「"機 械"モ デ ル」 以上 に 評価 す べ き根 拠 とす るの か理 解 しが

た い と ころ であ る。

周知 の よ うに,ウ エ バ ーの 「官 僚 制 」 は,「 理 想 型 」("idealtype")の

モデ ル で あ って,「"完 全"モ タ ル」(amodelofperfection)で あ り,「 摩
(3)

擦 な き機 械 モ デ ル」(amodelofmachinewithoutfriction)で あ る。 ニ コ

ス ・P・ ムゼ リス(NicosP.Mouzelis)の"要 約"に よ る と,こ の モデ ル

め完 全 性 は,「 高度 の専 門 化,命 令 と責任 が 限定 され て い る ヒエ ラル キ ー的

権 威 構 造,組 織 の成 員 相互 間 の関 係 の非人 格 化,能 力 と技 術 的 な知 識 とを基

礎 に した 官 吏 の補充,収 入 と運 命 の公 私 の 区別 」 な どに よっ て保 証 され て い
(4)

るの で あ る。 この 「官 僚 制 」 の もつ 諸 特 徴 が 「相 互 に どの よ うに 結 びつ い て

い るか を 明 らか に しよ うとす る と,そ こに共 通 の全 普 遍 的 な要 素,す なわ ち

合理 的 な法 則 に も とつ く統 制 体 系 が 存 在 して 」 お り,「 この規則 は,技 術 的

な 知識 を基 礎 と し,最 大 限 の 効率 を 目的 と して,組 織全 体 の構 造 と過程 とを

調整 しよ うとす るも ので あ る。」 「理 想 型 」 モデ ル は,「 一 定 の経 験 的 な要 素

を,論 理 的 に 正 確 で首 尾 一 貫 した 形 態 に概 念 的 に 構 成 」 した もので あ って,

「具 体 的 な 実態 と して は 決 して 見 出 され る こ との で きな い もの」 で あ る。 し

た が って,「 理 想 型 」 モ デ ル を ど の よ うに と り扱 うか に つ い ては,い ま述 べ

た 概 念構 成 上 の こ とを よ く吟味 す る必 要 が あ るので あ る。

マ ーチ ン ・アル ブ ロ ウ(MartinAlbrow)が 述 べ て い る よ うに,ウ エー〈一一

の 「官 僚 制 」 とい う 「理 想 型 」 モデ ルを と り上 げ るに あた って,ウ エ ・ミーの

「社 会 科 学 的概 念 形 成 の理論 に つ い て 探 求 が 必 要 で あ る」 こ とは い うまで も
(5)

な い。 しか し,い ま 「理 想 型 」 の概 念 形成 を論 ず る こ とは 割 愛 す る と して,

(3)Roccocarzo,Jr,andJohnN.Yanouzas,"Formalorganization-a

systemapproach"1967,p.27.

(4)NicosP.Mouzelis,``OrganizationandBureaucracy:Ananalysisof

ModernTheories"1967,「 組 織 と 官 僚 制 一 現 代 諸 理 論 の 分 析 」 石 田 剛 訳 ,未

来 社,71頁.

(5)MartinAlbrors,"Bureaucracy",1970,「 官 僚 制 一 管 理 社 会 と 国 家 の 核 心
一 」 春 村 昌 訳

,福 村 出 版.56頁.

ぐ
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こ の モ デ ル の と り上 げ 方 に つ い て ピ ー タ ー ・M・ ブ ラ ウ(PeterM.Blau)

(6)

め見解 をみ てみ よ う。 す なわ ち,「 理 想 型 」 モ デ ルは,「 現 存 す る官僚 制組 織

の"平 均"し た 諸 属 性 を 示 して い るので は な くて,あ らゆ る組 織 の も って

い る 官僚 化 の諸 特 性 を 最 高度 に"抽 象化"し た"純 粋"型 で あ る。」 した

が って,「 完 全 に 『官 僚 化 』 した 組 織 は決 して 実 在 す る もので はな い か ら,

,い か な る現 実 の組 織 もこの モデ ル と照合 す るも ので は な い 。」 とい う。 「理 想

型 」 モ デル が そ うい うも ので あ るか ら,具 体 的 な 官僚 制組 織 の理 解 に 役 立 つ

もので な い とい う見 方 も生 じて くる。 しか し,「 理 想 型 」 モ デ ル は,最 高度

に 「官僚 化 ∫ した もので あ る とす れ ば,そ の限 りに お い て 「極 限 」 モデ ル で

あ っ て,「 現 実 」 の 組 織 に お け る 「官 僚 化 」 の程 度 を はか る 「公 器 」 と して

役 立 た しめ る こ とも で き る とい え よ う。 ブ ラ ウが 指 摘 す る も うひ とつ の点

は,ウ エバ ーの 「官 僚 制 」 は単 に"純 粋"な モ デル で あ る とい うだ け で は

な く,「 官僚 制 」 を成 り立 た しめ て い る諸 要 因 の関 係 に つ い て も,こ れ らを

最 高 度 に"一 般 化"し た 「仮 説 モ デ ル」 で あ る と い うの で あ る。 しか も,

これ らの関係,言 いか えれ ば 「官 僚 化 」 す れ ばす るほ ど管 理 能 率(adminis-

trativeefficiency)が 増 大 す る とい う前 提 に 立 って い るので あ る。 厳 格 な階

層 的 権 限構 造 が 「能 率 」 を増 進 す るか ど うか は,経 験 的 な 問題 で あ って,概

念 的 な もの で な い し,ウ エ バ ー の 「理 想 型 」 に おけ る"一 般 化"さ れ た 諸

関 係 は 実 証 し うる もので な い といわ な けれ ば な らな い。 した が って,ブ ラ ウ

は現 実 のい くつ か の 組 織 を調 査 してみ て も,そ こか ら 導 かれ る帰 結 は,あ

くまで も現 存 す る組 織 につ い てみ られ る 「官僚 化 」 現 象 の諸 傾 向で あ って,

「理 想 型 」 モ デ ル とは何 らか か わ りを もつ もので な い とい うの で あ る。

「理 想 型」 モ デ ル は,「 具 体 的 な実 体 に ア プ ローチ」 す るた め の もの で な い

の で あ るか ら,こ のモ デ ル の もつ 諸 特 性 だ け に着 目 して,い わ ゆ る 「古 典 的

組 織 論 」 のな か に 位 置 づ け る こ とは で きな い し1そ して また"古 典 派"の

い わ ゆ る 組 織 編 成 の諸原 則 は あ くま で も"指 針"(guidingprinciples)の

呈示 で あ っ て,組 織 そ の もの の説 明で は な い の で あ る。 した が って,ウ エ パ ・

(6)PeterM.Blau,"BureaucracyinModernSociety",1956,P.34.
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一の 「官 僚 制」 モデ ル と 「古 典 的 組織 論 」 との決 定 的 な 相違 は ,前 者 は 人 間

的要 因,す なわ ち 「官吏 」 とい う 「非 人格 化 」 モ デ ル も 含 め て の"説 明"

で あ るのに 対 し,後 者 は組 織 編 成 の諸原 則 を示 す だけ で あ って,人 間 的 要 因

は別 に と り上 げ るの で あ る。 アー ウ ィック に よる と,組 織 の 目的 は 調 整 に

あ るけれ ども,調 整 の 目的 は 「心 理 的 統 一 」(apsychologicalunity)セ こあ

る。 そ して,こ の 「心 理 的 統 一 」 は管 理 の動 態 的局 面 で と り上 げ る と して,
くわ

「指 揮 と統 制」に 委 ね る と して い るの で あ る。 言 い か えれ ば,ウ エ バ ーの 「官

僚 制」 は,組 織 の成 員 を 「非 人 格 化 」 す る こ とに よって,「 管 理 能 率 」 が 確

保 で き る とい う 「完全 モデ ル」 な ので あ る。 した が って,マ ーチ お よび サ

イ モ ンが 「官 吏 と職 務 」 の関 係 を 詳 細 に論 じて い るか ら単 な る 「人 間行 動 の

"機 械"モ デ ル」 で は な い とい う評価 は そ の 限 りに お い て正 しい
。 しか し,

「官僚 制」 モ デ ル の構 造 的特 性 が,ガ ー リッ ク お よび アー ウ ィックの 「組 織

原 則 」 と 共 通 して い るか ら 「古 典 的 モデ ル 」 で あ る と"逆 戻 り"の 評 価 を

して い る のは 矛 盾す る見 方 とい っ て よい。

ウエバ ー は,「 官僚 化 」 が 「国家,教 会,軍 隊,政 党,経 済 的経 営,利 益

集 団,自 発 的結 社,慈 善 団体,そ の他 」 あ りとあ るゆ る組 織 に お い て 「不 可

避 の過 程 」 で あ る と 強 調 す るの で あ るが,「 教 養 と教 育 の 『合 理 化 』 に よ っ

て大 量 の官 吏 」 型 の人 間 が供 給 され る こ とに よって,ま す ます 技 術 的 な知 識

と合理的思考 の 「官僚化」 が進行す るとい うのであ 課 したが って,ウ エバ

ーの 「官僚制」 の問題点は,こ のモデル のもつ構造 的な特性そ のもの とい う

よりも,組 織 の構成 員であ る 個人 に対 して 「官僚化」 が もた らす"衝 撃"
　

と 「官吏 」 とい う人 間 モデ ル そ の ものが,現 代 的 な意 味 で の 「組 織 人」 との

"距 り"の 対 比 との吟 味 とな るの で あ る
。 こ こで ウエバ ーが 考 え て い る 「理

想 的 な 官僚 」 とは,ど の よ うな 人 間 モデ ル で あ るか を 知 っ てお く 必要 が あ

る。 彼 の 「官吏 」 とい う人 間 は,「 憤 怒 も不 公 平 もな く,憎 しみ も激 情 もな

(7)LyndallF.Urwick:"TheElemen七sofAdministration",1943,P.76,

「経 営 の 法 則 」 堀 武 雄 訳,経 林 書 房,144頁.

(8)マ ッ クス ・ウエ バ ー著 「権 力 と支 配 一 政 治 社 会 学 入 門」 浜 島 朗 訳,有 斐 閣,

181頁 以 降.
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く,そ れ ゆ え 『愛 』 も 『熱 狂 』 もな しに,ひ たす ら 義 務 観 念 の 命 じるま ま

に,そ の職 務 を遂 行 す る」 人 間 で あ り,そ して 「『人 柄 の い か ん を問 わず 』

にrど ん な ひ と』 に も,つ ま り同 じよ うな事実 上 の状 態 に あ るす べ て の利 害

ゆ

関係 者 に 対 して も,形 式 上平 等 にそ の職 務 をお こな う」 の で あ る。 この よ う

に 『官 吏 』 は合 理 的 官僚 制 の正 常 な 『精 神 』」 の 具現 者 な ので あ る。 この正

常 な 「精 神 」 とは,ひ とつ は形 式主 義 で あ り,も うひ とつ は実 質 的 功 利 主 議

で あ る。

ビ ク ター ・A・ トンプ ソン(VictorA.Thompson)は,官 僚 制組 織 は,

「紋 切 り型 の 権 力 中心 の組 織 」 あ るい は 「単元 支配 の 組 織 」 で あ る といい,
て

「トップは全知 であ り,す べ ての 活動 を始動す る最高命令 を発す るもの」 と

され,「 すべ ての権威 も連綿 とつづ く 『代理』に よって"滝 の如 く"下 に流

れ てい る」組織 であ って,も し 「例外 の事項」を生 じるな らば,「 十 分な権 限

のあ るところまで持ち上がれ ば よい」 のであ るか ら,ト ップを除いては 「官

僚制」 は 「命令に従えば」足 りとす る 「官吏」で埋めつ くされ ていて,上 長,

部下 とい う一大 ハイ アラキー は100%の 「非人格化」 された 関係 とな って
(10)

い る。、した が っ て,も し ここに組 織 を構 成 す る 「個 人 の行 動 の非 合 理 的 な局

面」 を導 入 す るな らば,最 も合理 的 な 「官 僚 制 」 は不 安 定 に な り,"崩 れ去

る"の で あ る。 ウエバ ー の 「官 僚 制 」 の もつ構 造 的 な特 性 は,組 織 が 大 規模

化 し,複 雑 化す る こ とに よ って必 然 的 に 生 じる 「官僚 化 」 現 象 で あ り,あ ら

ゆ る組織 に み られ る 「公 式 性 」 とい って よい ので あ って,ウ エバ ーの 「官僚

制 」 に お け る 「非 人 格 化 」 とい うこ とで は な くな る。 ピー ター ・F・ ドラ ッ

カ ー(PeterF.Drucker)の い うよ うに,人 間 「疎 外 な き組織 」 は 考 え られ

ない ので あ るか ら,〒 非人 格 化 」 とい うこ とは,「 組織 の公 式性 」 と構 成 員 と
(11)

して の 「人 間 」 との 関 係 とい うこ とが 出 来 る。 した が って,組 織 の 「非人 格

(9)前 掲 訳 書,17頁.

⑩VictorA.Thompson:"BureaucracyalldInnovation",1969,「 ビ ュ ー ロ

ク ラ シ ー と 革 新 」 大 友 立 也,日 本 経 営 出 版 会,32頁.

⑪PeterF.Drucker:"Management-Tasks,Responsibilities,Practice-"

1974・ 「マ ネ ジ メ ン トー 課 題 責 任,実 践 一 」 野 田 一 夫,村 上 恒 夫 監 訳,ダ

イ ヤ モ ン ド社.316頁.

蜘
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化 」 を 「人 格 化 」 に 置 き換 え る と して も,100%の 「人 格 化 」 は あ り得 な い

の で あ つて,組 織 の 「公 式 性 」 は残 るので あ る。 しか も,組 織 の 「公 式性 」

が 構 成 員に与 え る"衝 撃"は,ク リス ・ア ージ リス(CrisArgyris)に よっ

て 論 ぜ られ て い る ところで あ るが,筆 者 はす でに 触 れ た こ とが あ るの で こ こ
く　の

で は再 説 しな い。 しか し,組 織 の 「公 式 性 」か らの"衝 撃"も,組 織 の革 新

に よ って緩 和 な い し除 去 され るで あ ろ うし,ま た 説 得 や 説 明 な どに よ って も

そ うで き るで あ ろ う。 した が って,組 織 の 「公 式性 」 を前 提 と して,「 組織.

と個 人 の融 合 」 を考 え る とき,こ れ を ひ とつ の統 一 的 な観 点 が 必要 とな る。

「個 人 と組 織 の統 合 」 に とっ て,リ ー ダ ー シ ップの機 能 とい う統一 的 観 点が,

不 可 欠 とな るの で あ る。 組 織 の革 新 が 必 要 で あ る とい う"自 覚"も,リ ー

ダ ーシ ップの 機 能 の ひ とつ で あ っ て,組 織 そ の も のは"自 覚"す る能 力 の

な い"機 械 装 置"な の で あ る。

(2)ウ エ バ ー の 「官 僚 制 」 に つ い て の

「終 焉 」 論 とそ の 吟 味

ウオー レン ・G・ベ ニス(WarrenG.Bennis)に よれば,そ もそ も 「官僚

制 の 『機 械的モデル』 は,産 業 革命 の初期 に経営上 の慣行 と して通用 してい

た個人 的隷 属,縁 故主義,残 酷 さ,そ して気 ま ぐれで,主 観 的な判断な どに

反対す るもの として発展 した ものであ る。官僚制は組織が秩序 と精緻 さを要

求 し,労 働者炉公平 な取扱いを要 求 した ことに こた えて出現 した。 これ は ビ

ク トリア時代 の価値 と要求を実 現す るには ピ ッタ リの組織 であ った。 この よ

うに官僚制が根本的に新 しい時代 に対応 す る創造的反応 として出現 した の と

同 じよ うに,今 日,新 しい組織像がわれわれの眼前 に浮び上 ってい る。」 と
く　 ラ

し,「 な ぜ 官 僚 制 の死 を もた らす か 」 とい うこ とにつ い て4つ の事 情 を指摘

して い る。 す な わ ち,「(1)急 速 で 予 期 され な い 変化,(2)従 来 の組 織 の活 動 で

は十 分 に さ さえ る こ との で き ない ほ どに 組織 規 模 が 拡 大 した と,(こ こに は,

⑫ 伊 藤 森 右 衛 門著 「トッ プ ・マ ネ ジ メ ン ト ・ リー ダ ー シ ップ論 」 税 務 経 理 協 会,

145～151頁.

a3WarrenG.Bennisand'PhilipE.Slater,1968.「 流 動 化 社 会 一 一 時 的 シ

ス テ ム と人 間 」 佐 藤 慶 幸 訳,ダ イ ヤ モ ン ド社,80頁.
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官僚制 の間接人 員,官 僚制がむやみに 拡大す ることか ら起 きる,よ りきび

しい統制 と非個 人性,時 代遅れ の規則 と組織構造 な ど,多 くの要素が含 まれ

る。)(3)現 代 の科学技術 が複雑 にな るにつれて さまざ まな活動 と,高 度 の専

門的能力を もつ 多様 な人間 とを 統合す る要求が高 まった こと,(4)経 営行動

が変化す るにつれ て,人 々は 基本的に心理 的な脅威 を感ず ること。」 を挙げ
く　の

て い るの で あ る。

ベ ニス は,「 官僚 制 」 が 「ビク トリア時 代 の価 値 と要 求 に ピ ッタ リす る組

織 」 で あ った とす るが,ウ エ バ ーは,こ れ か らの社 会 で益 々 「官 僚 化 」 は 不

可避 の過 程 を 辿 るで あ ろ う し,し た が っ て,彼 は 「官 吏」 とい う 「型 に 嵌 ま

った 人 間 」 あ るい は 「デ ィス チ プ リンの 子」 の 増 大 とな り,「 官 僚 制 」 の も

とで 打 ち ひ しが れ る 「人 間的 状 況 」 を 予 期 しな が ら,こ れ か ら 人 間 を"救

済"し よ うとい う"悲 願"が よ り厳 格 な 「理 想 型」 モ デ ル と して の 提示 と

な った とい って よい ので あ る。 ウエパ ーの 「理 想 型 」 概 念 の構 築 に は,こ う

した 逆 説 的 ともい え る"悲 願"が 込 め られ て い る こ とを痛 感 す るので あ る。

した が って,「 官 吏 」 とい う 「型 に嵌 ま った 人 間」 な い し 「デ ィス チ プ リ'ン

の子 」 が大 量 に供 給 され て,「 官僚 制 」 の拡 大 な い し 推 進 とな った こ とは否

定 で きな い けれ ど も,し か し,「 型 に嵌 ま った 人 間 」 な い し 「デ ィス チ プ リ

ン の子 」 のみ が"大 量 に 供 給 され た"の で は な くて,人 間 と して の 「組 織

人」 が登 場 して きて,「 官 僚 化 」 に対 して挑 戦 あ るい は 反 擾す る こ とに な っ

た の で あ る。 例 えば ウィ リア ム ・H・ホ ワイ ト(WilliamH.Whyte)〆 の 「組

織 の なか の 人 間J(TheQrganizationalMan,1956),エ ー リ ッヒ ・フ ロム

(ErichFromm)の 「20世 紀 社 会 と疎 外 」(TheSaneSociety,1955)1あ る

い は ロバ ー ト・ブ ラ ウナ ー(RobertBlauner)の 「労 働 に お け る 疎 外 と 自

由」(AlienationandFreedom,1964)な ど 数 多 くの 著 書 に み られ る よ う

に,新 しい 「組 織 人 」 が"大 量 に"拾 頭 した とい え る。 「官僚 制 」 の 「非 人

格 化 」 が 問題 とい うよ りも,「 官 吏 」 と新 しい 「組 織 人 」 との"距 離'が ま

す ます 拡 大 した とみ るべ きな ので あ る。

⑭ 前掲訳 書.80頁.
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ベ ニスは,別 稿 で 「官僚制」に関す る諸批判 を蒐め整理 した ところ,ウ イ

テ ンバ ーtグの教会 に 貼 ってあ る 「95の お題 目」 よ りも,そ の数 は 多か った

と述べ,主 な もの と して次 の10項 目を挙げ てい る。 すなわち,「 ① 官僚制

は個人 の成長 お よび成熟 したパ ー ソナ リテ ィーズの発展 には適 していない。

② 官僚 制は順応 お よび集団的統一 思考を促進す る。 ③ 官僚制は"非 公式組

織"お よび意外 なかつ予測で きない 問題につ いて 考慮 を払 っていない。 ④

官僚制 の統制 お よび 権 限のシステムは決定的に時代遅れであ る。 ⑤ 官僚 制

は適切 な調停 のプ ロセスを 有 しない。 ⑥ 官僚制は,階 層間なかんつ く職 能

別 のグル ープの間の意見 の相違や相剋を 適切に解決す る 手段が ない。 ⑦ 官

僚制におけ る コ ミュニケ ーシ ョン(そ して革新的 な アイデ ア)は,階 層の分

化に よって妨 げ られ るか,歪 め られ る。 ⑧ 官僚 制におけ る人間 は,不 信感

とか報復 への恐怖な どに よって 十分 に活用 され ていない。 ⑨ 官僚 制は,導

入 され る新技術 とか科学的知識 と同化す ることが 出来ない6そ して ⑩ 官僚

性 は人 間を して 鈍感な,暗 い,反 射 的な"組 織人"に 各人 の パ ーソナ リテ
く　

イの構 造 を変 え て しま う。」 とい うので あ る。

ベ ニス の指 適 す る10項 目をみ る と,「 官僚 制 」 とい う組織 が,何 が何 ん で

も人 間 の側 に 押 しつ け る 「非人 格 化 」 が あ る とい う考 え方 が 前 提 に あ る よ う

で あ る。 言 い か えれ ば,人 間 が組 織 の 「受 身 的 な」 存 在 と しか 考 え られ て い

な い ので,い わ ば 「官 吏 」 化 す る こ と と して い る。 しか し,こ れ らの項 目に

は,「 管 理 能 率 」 へ の影 響 を及 ぼ す ものを あ るの で あ って,「 官僚 制」 の下 で

の リー ダ ー シ ップの機 能 は全 く存 在 しな い とい うこ とに な る。 もち ろん ウエ

バ ーの 「官僚 制 」 で は,「 官吏 」 は 「技 術 的必 要 か ら行動 す るか, 、命 令 に し,

た が って行 動 す るか 。」 何 れ かで あ って,リ ー ダ ーシ ップの 余 地 は な い よ う

に み え る。 「理 想 型 」 モデ ル で は,リ ー ダ ー シ ップの機 能 は 全 く否定 され て

い る こ とは 明 らか で あ るが,だ か ら とい って 「現実 の組 織 」 で もそ の よ うに

想 定 して10項 目を 挙 げ る こ とは 適 切 で な い。 極 端 な こ とを い えば,ベ ニ ス

の指 摘 す る10項 目で も,リ ーダ ーシ ップの 機 能 を認 め さえす れ ば 解 決 あ る

⑮WarrenG.Bennis(ed.)"AmericanBureaucracy"1970,pp.5～6.
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い は緩 和 し うる こ とが な い わ け で な い。 した が って,.「 官僚 制」 に お い て も

リー ダ ーシ ップ の 余 地 が あ るの で あ っ て,そ れ が な い とい うのは ウエバ ー

の 「理 想 型 」 モ デル で の こ とで あ る。 した が って,「 官僚 化 」 が 不 可 避 な の

で あ るか ら,「 人格 化 」 のそ れ は組 織 の側 で も人 間 の側 で も リー ダー シ ップ

の機 能 に よ って可 能 とい わ な けれ ば な らない 。

ベ ニスは,「 官 僚 制 」 を"克 服"す るた め に は,「 統 合,権 力 の分配,協

1力 ,適 応,同 一 性,蘇 生 一 これ らが 次 の25年 間 に 人 間 に とって 主 要 な問

題 とな る。 組 織 が これ らの課 題 といか に 取 り組 み処 理 す るか に よ って疑 い も
(16)

な く企業の発展性 は左右 され るであろ う。」 とい う。統 合 とは,「 個人 の要求

と組織 目標 との統合」であ り,「 官僚制」 では個人は受動的道 具で,個 人 と

役割 との緊張は無視 されてい るが,「20世 紀 の新 しい状況」 では 「人 間科学

の出現 と,人 間 の複雑 さの理解,向 上心の増大,人 道主義的一 民主的 工一

トス」 があ る。 「権力 の分配」 につ いては,「 官僚制」が 「合法的 ・合理的権

力には っき り依存 してい る」が,「 新 しい状況」 として 「所有権か ら経営 の

分離,労 働組合の興隆 と普通教育,権 威主義的支配 の否定的お よび意図せざ

る結果」があ る。 「協 力」の問題 としては 「葛藤 統御 のための機構 をつ くる

こと」1で,「 官僚制」では 「ヒエ ラルキ ーの 規則」 と 「調整 の規則」があ る

が,「 新 しい状況」では 「専門化 と専 門職業化 お よび 相互依存 の必要性 の増

大,ワ ンマン支配 あ るいは 全知者に とって リ」ダーシ ップはあ ま りに も 複

雑」であ るとす る。 「適応」 の問題 は環 境変化 にいかに適切に反応す るかで

あ るが,「 官僚制」 では 「安定 して,単 純で予見 可能 な環境」であ るか ら,

「変化 に対す る適応 は偶然的,偶 発的に生ず る。」 と している。 「新 しい状況」

では環 境は激動 して予見 しがた い し,技 術変化 は空前 なまで の速度 で起 ると

す る。「同一 性」 とい うことは,「 組 織 目標 に対す る明確性,合 意,そ して一一

体化を達成す ること」で あ るが,「 官僚制」では 目標 は明確,単 純 かつ安定的

であ るが,「 新 しい状況」では,「 多様性,多 目標 を もつ能力,交 差す る移動

等に よる複雑性が増大」す る としてい る。 そ して 「蘇生」 は,「 発展 と衰退

⑯ ウオ ー レン ・G・ ベ ニス著,前 掲 訳 書,103頁.
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の問題」で,「 活性力,弾 力性,そ して改革に対 す る大 胆な態度」 に関心を

もた なければな らない とい うことであ るが,「 官僚制」で は 未来 は確実 で少

くとも過 去 と類似す ると仮定 してい るか ら問題 はない。「新 しい状 況」で は,

「技術 の急激な 変化,仕 事,人 的資源,原 料,社 会 の規範 と価値,企 業 と社

会の 目標,こ れ らすべ ては 修正 の必然 的 プロセスにつねに注 目す る。」必要
(17)

が あ る とす る。

ベ ニス の 「20世 紀 の新 しい 状 況」 は 理 解 で き るの で あ るが,し か らば こ

れ らに対 応 す る 「未来 組 織 の社 会 構造 」 とは どん な もめか を み て み な けれ ば

な らない 。 彼 は 「一 時 的 シ ス テ ム」("TemporarySYstem")を 提 唱す るの

で あ る。 「一 時 的 シ ス テ ム」 とは,「 解 決 す べ き 問 題 を 中心 に組 織 化 され た

(18)

タス ク ・フ ォース」 で あ る。 す なわ ち,こ の組 織 は 「さ まざ まな専 門 的 技 能

を もった,関 係 は あ るが お互 い に 知 らな い 人 た ち の集 団に よって 発 揮 され

る。 この集 団は 機 械 モデ ル で は な くて,有 機 的 モデ ル に よっ て運 営 され る。」

と して い る。 この よ うな 「未 来 の組 織 」 は 確 か に 「新 しい状 況 」 に対 応 す る

もの で あ ろ うが,し か し,「 一 時 的 シ ス テ ム」 を適 用 で き るの は,企 画 とか

研 究 開発 の よ うな 部 門 につ い ては そ ういえ るのか も知 れ な い が,企 業 の み な

らず 多 くの 「現実 の組 織 」 に お い て,ほ ん の一 部 門 で しか な い。 ドラ ッカ ー

も述 べ て い る よ うに,「 仕 事 中 心」 の職 能 別 組織 と'「課 題 中心 」 の チ ー ム型

組 織 とが あ る。 「一 時 的 シ ス テ ム」 を 「変 化 の な い大 規 模 な職 能 的 な仕 事 」

に 適 用 した とすれ ば,彼 の い うよ うに,「 得 られ るも のは 混乱 だ け で あ る」

ので あ る。 そ うす る と職 能 的 な仕 事 をす る組 織 で の 「新 しい状 況」 は無 い と

い うのか,あ るい は ど う対 処 す るの か とい うこ とに な る。 ベ ニ スは 「新 しい

状 況 」 に対 応 す る 「新 しい リー ダ ーシ ップの概 念 」 と して次 の4つ の重要 な

能 力 を 挙 げ るので あ る。 す な わ ち,「 ① 大 きな,複 雑 な人 間 シ ス テ ムに 関す

る知 識 」 ② これ らの シス テ ムを指 導 す る実 践 的理 論 。 す なわ ち,個 人 と集

団 を育 成 し 統 合 す る方 法 を 包括 して い る 理 論,③ 個 人 相 互 間 の関 係 につ い

⑰ 前掲訳書,98～99頁.

㈱ 前掲 訳書,107頁.
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ての技能力,と りわけ 自分 自身 の行動が他人に どの よ うな影響を与 え るか を

理解す る感受性 と,自 分 自身 のパ ー ソナ リテ ィーが いかに して,あ る特定 の

リーダーシ ップの 型 と価値 システ ムとをつ くるかを 理解す る感受性,④ い

つ対決 し,か つ必要 な らば 攻撃す るかを,そ して成長 のために 必要であ る

な らば,い つ心理 学上 の安全性を支 持 し,か つ提供す るか を,人 に知 らせ る
(19)

こ とので き る一 連 の価 値 と知 識 」 これ らで あ る。 彼 が 「未 来 の組 織 」 と して

「一 時 的 シ ス テ ム」 を 提 唱 して い る と して も,「 新 しい リー ダ ーシ ップ」 は そ

れ だ け に 適用 され るの では な くて,組 織 のす べ てに 適 用す べ き もの とい って

よい の で は ない か 。 しか し,ベ ニス の 「矛 盾」は,「 官 僚 制 」 とい う"悪 魔"

を 扱 うの に,人 間 の側 に 押 しつ け る 「非 人 格 化 」 を"誇 張"す るの に も 拘

らず,結 局人 間 の側 に 立 っ ての組 織 の革 新 を 含 む リー ダ ーシ ップの機 能 を重
ま

視す る点にあ る。 したが って,「 組織 の公式性」 はあ くまで も個人 に対 して

疎 外作用を もつ のであ るか ら,組 織 の環境変化 と人 間的 「新 しい状況」 との

双方 をふ まえて,「 組織 と個人 の融合」 に高め るためには,新 しい リーダー

シ ップの 機能 を 必要 とす るのであ る。 ウエバーのい う 「官僚化」 の 過程に

「新 しい状況」 を考慮すれば,「 官僚制」の 「終焉」論 としてのベ ニスの論 旨

は,も っ と人間 の側 とい うか,「 官僚制」 リーダーシ ヅプの限界 を指摘 しな

けれ ばなかった とい うべ きで あろ う。 、

ベ ニスはいかに 「個人 の要求 と組織 の要求 と目標 とを統合す るか」につい

て,次 の如 く述べてい る 箇所が あ る。 す なわち,個 人 と個人的権利 とい う

「人道主義的で 民主的価値 」は,「 われわれの 社 会は能率を 犠牲に してさえ

も,こ れ らの価値 をr買 う』であろ う。 とい うのは,わ れわれ の社 会は能率
く　の

を犠牲 にす るだけ の 余裕があ ると考 え られ る。」 とい うのであ る。 能率を犠

牲にす ることに よって,個 人 の要 求 と組織 の要求 と目標 とが統合 で きるとす

るのは余 りに も単純す ぎるのであ る。 この議論に は 「能率」指 向型 の組織 と

しての 「官僚制」 が念頭に ある。能 率を犠牲にす るか,し ないか は問題にな

⑲ 前掲訳 書.177～179頁.

⑳ 前掲訳 書,91頁.



12 商 学 討 究 第26巻 第2号

らない のであ って,「 組織 の公式性」か らい うな らば 能率を左右す るもの こ

そ,リ ーダーシ ップの機 能であ って,能 率指 向であれば 個 人へ の"衝 撃"

が大 きい組織構造 とす る 「仮定」 があ るとい って よい。 同 じ組織構造で も能

率 の高 いもの と低 い ものがあ るのであ って,低 い組織であれば個人 と組織 と

が融 合 されてい るとい う逆か さまな 見方が成 り立つ のであろ うか。 ベニスの

指摘す る 「新 しい状況」は 当 を得 てい るのであ るけれ ど も,「 組織 と人間」

とを統 合す る リーダーシ ップの機能 を,人 間 の側に のみ偏 りす ぎて議論を組

み立 てているのであ る。 したが って,ベ ニス だけが そ うで あるのではな く

て,わ れ われが 「管理論」ない し 「組織論」におい ての人 間の と り上げ方 に

多 くの矛盾 を犯 しかねない点 といわねば な らない。

(3)結 び 一 「個 人 と組 織 の 融 合 」 と

リ ー ダ ー シ ッ プ

チ ェス タ ー ・バ ーナ ー ド(ChesterBanard)は,公 式 組 織 との関連 で非 公

式 組 織 を と り上 げ た恐 ら く最 初 とい っ て も よい論 者 で あ る。 彼 は,「 公 式 組

織 が 作 用 し始 め る と,そ れ は 非 公 式 組織 を 創造 し,必 要 とす る。」 といい,

公 式組 織 に お け る非 公 式 組 織 の欠 くべ か らざ る機 能 と して次 の4つ を挙 げ る
　 　

のであ る。 す なわち,① 伝達機能,② 貢献意欲 と客観 的権威 の安定 とを調

整す る ことに よる 公式組織 の疑集性の維持,そ して ③ 自律的人格 とい う感

覚,自 尊心 お よび 自主 的選択力 の維持,こ れ らであ る。 したが って,非 公式

組織 は,「 人間的な態度 を強め る機会 を提供 し,各 人 の個性を維持す る手段

にな る。」 とい うのであ る。非公 式組織 は,「 人格化」 の作用 を もってい るこ

とを明 らかに してい るのであ るが,し か らば,バ ーナ ー ドにおけ る 「公 式組

織」 において どの よ うな 「非人格化」が生 じてい るのか をみ てみ る必要 があ

る。 しか し,バ ーナ ー ドの 「組織」概念は慎重に読 み とらねば な らないので

あ って,単 純 に 「公式組織」 と 「非公 式組織」に 区別 し,前 者 につ いて 「組

⑳ChesterBanard:"TheFunctionsoftheExectitive"1938,「 経 営 者 の役

割 」 山本 安 次 郎,田 杉 競,飯 野 春 樹 訳,ダ イ ヤ モ ン ド社,128頁.
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織 の公式性」を と り出 して論ず ることはで きない。 す なわち,「 組織は2人

以上 の意識的に調整 され た活動や諸力の体系」で ある と定義 され てい る。そ

れは 「調整 された人 間努力 のシステ ム」 であ るか ら,個 人 が協働 しよ うとす

る意欲 は,「 非人格化」を伴 うものである。 個人が組織 に参加す るのは,個

人的動機 の満足 を得 るためであ って,し たが って,組 織 が個人に誘因を与 え

るか ら,「非人格化」を うけ容れ ることにな る。「非人格化」 とい う貢献 と組

織が もつ誘因 とがバ ランスす ることが必要 とな る。 「個人 と組織 の融 合」 と

い う場合,バ ーナ ー ドは 「貢献 と誘因のバ ランス」であ ると答 える。

も し,公 式組織 を 「組織構造」 とみなすな らば,バ ーナ ー ドでは 「組織職

位 の規定」 であ って,「 組織 図,職 務明細書,分 掌規定な どに集約 され」「ど

ち らか といえば公式的に過度 の注意が払われ てい る組織面」で ある といい,

「組織構造は組織 のお こな う仕事 の調整,い いか えれば補助 目的,専 門化,

課業な どに 細分化 された 組織 目的に もとづ き,あ るいは この調整を表現す
く　の

る。」 もの としてい る。「組織 の公式性」の問題 は,管 理職能 のひ とつ の側面

で あ り,「 伝達体系 の確立 と維持」 の課題 のひ とつ とな ってい る。 バ ーナ ー

ドに よれば,「 組織構造 だけを切 り離 して究 明せ ん とす るか ぎ り,そ れ は組

織 の他 の要 因を一定 し,組 織構造 のみが戦略的要 因だ とい う仮定」 に立つ こ
　 ラ

とにな る。 何故 な らば,「 管理職能 は,第 一 に伝達体系を提供 し,第 二 に不

可欠 な努力の確保 を促進 し,第 三に 目的を定式化 し,規 定す ること」であ っ

て,「 組織 の諸要素は相互に関連的で あ り,相 互依存的であ るか ら,管 理職

く　の

能 も同様 で あ る。」 か らで あ る。

組織 の3要 素 は,コ ミュニ ケ ーシ ョン,共 通 の 目的,お よび 貢 献意 欲 と し

て い るの で あ るが,「 組 織 の公 式 性 」 を 切 り離 した もの で な く,人 間 的 側面

を も含 め てい る見方 で あ る。 しか らば,バ ーナ ー ドに お い て リーダ ー シ ップ

の機 能 は どの よ うに位 置 づ け られ てい るの で あ ろ うか。 「リー ダ ーシ ップは

⑳ 前掲 訳書,229頁,

㈲ 前掲訳 書,229～230頁.

勿 前掲訳 書,227頁.
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協働 諸力に不可欠 の起爆剤で あ る。」 とか,「 組織 の存続 は リーダ ーシ ップの
(25)

良否に依存」 してい る とい う指摘がみ られ る。 しか し,バ ーナ ー ドが 「リー

ダーシ ップ の必要性」 として 挙 げ る理 由は,「 物 的環境 と人間の生物的構造

とに も とつ く諸制約,協 働成果 の不確定,目 的の共通理解 の困難,組 織に欠

くべか らざ る伝達体系の脆 弱 さ,個 人 の分散 的傾 向,調 整の権威 を確立す る

ため の 個人 的同意 の必要,組 織 に定着 させ 組織 の要 求に 服従 させ よ うとす

る説得の大 きな 役割,動 機 の複雑性 と不安定,意 思決定 とい う 永続的 な負

担一 これ らすべ ての組織要素一(中 略)一 か ら リーダーシ ップが必要 と
(26)

な る。」 とい うので あ る。 組織 の 「構 造 的 な特 徴 が あ い まい で,作 用 要 因 の

把 握 が 困難 で あ るた め に,人 間 協 働 に お け る主 要 要 因を 『リー ダ ーシ ップ』

だ け に 求 め る こ とに な る。」 とず るの であ るが,し か し,「 リー ダ ーシ ップ と

か道 徳 的要 素 とか が,組 織 に お け る唯 一 の重 要 な,意 味 の あ る一 般 的 要 因で

あ る と想 定 す る こ とは,ち ょ うど リー ダ ーシ ップが な くて も協 働 の構造 と過

程 だ け で十 分 で あ る と考 え るの と 同 じよ うに誤 りで あ る。」 と もい う。 した

が って,「 協働 の成 果 は リー ダ ー シ ップの成 果 で は な くて,全 体 と して の組

織 の成 果 で あ る。」 と し,そ れ は 「協 働 に貢 献 す るす べ て の人 々 よ り得 られ る

諸 力」 であ るか ら,「 リー ダ ーシ ップは協働 諸 力 に不 可 欠 な 起 爆 剤 で あ る。」

とい うこ とに な る。

バ ーナ ー ド のい う リー ダ ーシ ップ は,ひ とつ は 「局 部 的,個 人 的,・特 殊

的,一 時 的」 な もの と して の 「体 力,技 能,技 術,知 覚,知 識,想 像 力 」 と

い う 「個 人 的優 越 性 」 の側 面,す な わ ち 「リー ダ ー シ ップの技 術 的 側 面」 が

挙 げ られ,も うひ とつ は 「よ りデ 般 的 で,よ り不 変 的 で あ り,特 定 的 に 育成

す る こ とがむ ず か しく,よ り絶 対 的 で,主 観 的 で あ り,社 会 の態 度 と理 想 お

よび そ の一 般 的 諸 制 度 の反 映 と して の 「決 断 力,不 屈 の精 神,耐 久 力,お よ

び 勇 気 」 とい う 「個 人 的優 越 性 」 で あ り,「r責 任 』 とい う言 葉 に 含 め る リー
く　わ

ダ ー シ ッ プ の 側 面 」 で あ る とす る。 リー ダ ー シ ッ プ の2つ の 側 面 は,「 資 性

㈲ 前掲 訳書,270頁 お よび295頁.

㈱ 前掲 訳書,270頁.

鋤 前掲 訳書,271頁.
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論 的 ア プ ローチ」 を とって い る よ うで あ るが,後 者 の 側 面 で は 「個 人 の道

徳,責 任 な らび に 道 徳 水 準」 に及 ん で 行 くもの とな っ てい る。 す な わ ち,

「責 任 とは,… …そ れ が 行 動 に影 響 を与 え る 資 質 だ」 とい う言 葉 か らも うか

が え るので あ る。 した が って,「 管理 職 位」 は,「 道 徳 性 」 「責任 能力 」,そ し

て 「道 徳 を創造 す る 能 力」 と し,「 全体 の道 徳 性」 と 「各 個 人 の道 徳性 」 と

の調 和 を主 張す るの で あ る。 個人 の 「貢 献 と誘 因」 か ら出発 して,「 全 体 と

各 個 人」 の道 徳 性 に お け る調 和 に まで の,い わ ゆ る"リ ー ダ ーシ ップ"の 概

念 は,あ る ときに は 拡 げ られ,あ る ときは資 質 の如 く狭 ば め られ,そ して,

論 じ切 れ ない もの を,道 徳 性 に まで もち上 る とい う分 析 の道 筋 を 辿 って い る

ので,ど こで リー ダ ーシ ップ と して の 内容 とな るのか きわ め て 曖 昧 さが み ら

れ る とい って過 言 で な い。

筆者 は敢 え て バ ーナ ー ド自身 が 叙 述 してい る順 序 を変 えて,非 公 式 組 織,

組織,「 貢 献 と意 欲 」,組 織 構 造,`管 理 職 能,リ ーダ ー シ ップ,そ して管 理 責

任 とい う順 序 で み て きた の で あ るが,ど の概 念 ひ とつ を とって み て も,「 諸

制 約 」 「不 確 定 」 「理 解 の困 難」 「脆 弱 さ」 「分散 傾 向」 「複 雑性 と 不 安 定 」 あ

るい は 「プ ラスか らマ イ ナス」 まで の 「多様 さ」 が説 明 され てい るので あ っ

て,諸 概 念 が 「相 互 に 関連 しなが ら,結 び つ け られ て い る ものの」 リーダ ー

シ ップ の 位 置づ け は ま こ とに 曖 昧 と して い るば か りか,「 資 性 論 」 の 如 き

"狭 義"の 概 念 に さえな って い る とい え る
。 した が って,バ ーナ ー ドに お け

る 「個 人 と組 織 の統 合」 は 「個 人 」 の もつ 諸 側 面 で の議 論,す なわ ち 「貢 献

と誘 因 」 のバ ラ ソスだ け で論 じつ くせ る と考 え られ る。 「個人 」 の もつ 諸 側

面 か らひ とた び離 れ る と,何 れ の概 念 も 「曖 昧 さ」 と 「把 握 困難 」 の まま分

析 が展 開 してい る。 リーダ ーシ ップの機 能 は,「 曖 昧 さ」 と 「把 握 困難 」 な

事情 や 情 況が あ るか ら こそ 必要 とされ るので あ り,し た が って,「 個 人 と組

織 の統 合 」 に とって,一 方 だけ を 解 明 した と して も,他 方 との 関連 を 統 合 す

るた め に は,議 論 を よ り 「現 実 の組 織」に近 づ け る と ころ の 「実 践 的 な 視 点」

が 必要 とされ るの で あ る。 バ ーナ ー ドは,客 観 的 に 叙述 しよ うと試 み て い る

こ とは わ か るが,そ うで あ る こ とに 忠実 な余 り客 観 的 に は 解 明 され え な い も
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のが 「暖昧な」,そ して 「把握 困難」 なもの として 残置 され て しま うこと之

なった といえ る。

「非人格化」 モデ ル としての 「官僚 制」 を 画 く ウエバ ー と,は じめか ら

「人 間的側面」を組織概 念に もち込む バーナ ー ドとは 全 く議論の組み立 てか

たが異な ってい るので あって,対 照的 とか,対 立的 とか い うことす ら当 って

いない ことにな る。 もしそ うだ とすれば,「 個人 と組織 との統合」は,何 れ

の見方 とも異 な る アプローチが 必要 なのであ る。 リーダーシ ップの 機能 を

「個人 と組織 との統合」 にあ るとい う 見方 に よって こそ,よ り実践的 なかつ

具体的情 況での 「枠組 」が つ くられ ると い うことを 強 く 主張 したいので あ

る。




